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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 を 取 り 込 む 取 込 手 段
　

　 所 定 数 の 遊 技 球 が 取 り 込 ま れ る と
一 遊 技 回 の 遊 技 を 実 行 し 得 る

遊 技 機 に お い て 、
　

　

　 前 記 取 込 手 段 に よ る 遊 技 球 の 取 込 中 に 遊 技 者 に 所 定 の 情 報 を 付 与 す る 情 報 付 与 手 段 を 備
え

こ と を 特 徴 と す る
遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

と 、
始 動 操 作 手 段 の 操 作 に 起 因 し て 複 数 種 の 識 別 情 報 を 可 変 表 示 す る と と も に 、 停 止 操 作 手

段 の 操 作 に 起 因 し て 可 変 表 示 を 停 止 す る 可 変 表 示 手 段 と
を 備 え 、

前 記 取 込 手 段 に よ り 、 前 記 可 変 表 示 手 段 の 可 変 表 示 を
行 う と と も に 、 該 可 変 表 示 手 段 に て 所 定 領 域 に 停 止 さ れ た 識
別 情 報 が 特 定 識 別 情 報 で あ る 場 合 に は 所 定 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る よ う に 構 成 し 、 そ の 特 定
識 別 情 報 と し て 付 与 さ れ る 遊 技 価 値 の 異 な る 複 数 種 の も の が 設 定 さ れ て お り 、 前 記 可 変 表
示 手 段 の 前 記 所 定 領 域 に は 内 部 抽 選 に よ っ て 当 選 し た 特 定 識 別 情 報 或 い は 特 定 識 別 情 報 以
外 の 識 別 情 報 が 停 止 さ れ る よ う に 構 成 さ れ た

遊 技 球 を 保 持 す る 球 受 皿 を 備 え 、 そ の 球 受 皿 を 前 記 取 込 手 段 に 向 け て 遊 技 球 を 供 給 す る
よ う に 傾 斜 し て 設 け 、

遊 技 球 の 投 入 を 行 う べ く 操 作 さ れ る 投 入 操 作 手 段 を 備 え 、 そ の 投 入 操 作 手 段 の 操 作 が あ
る と 前 記 取 込 手 段 が 遊 技 球 の 取 り 込 み を 開 始 す る よ う 構 成 し 、

、 そ の 情 報 付 与 手 段 は 、 内 部 抽 選 に よ っ て 既 に 特 定 識 別 情 報 が 前 記 可 変 表 示 手 段 の 前 記
所 定 領 域 に 停 止 し 得 る 状 態 に あ る こ と を 示 す 情 報 を 付 与 す る も の で あ る

前 記 情 報 付 与 手 段 に よ る 情 報 の 付 与 が 遊 技 球 の 取 り 込 み 処 理 中 に 行 わ れ る 場 合 と 行 わ れ
な い 場 合 と が 存 在 す る よ う に 制 御 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 情 報 付 与 手 段 は 表 示 手 段 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 可 変 表 示 手 段 は 、 機 械 的 表 示 手 段 に よ っ て 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

遊 技 球 の 払 い 出 し に よ り 前 記 遊 技 価 値 を 付 与 す る 払 出 手 段 を 備 え 、 そ の 払 出 手 段 は 前 記



(2) JP 2003-275389 A5 2005.9.15

球 受 皿 の 傾 斜 上 流 側 に 遊 技 球 を 払 い 出 す よ う に 構 成 さ れ て い る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か
に 記 載 の 遊 技 機 。
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